
平成28年度税制改正（その２）

平成28年7月1日　北海道医報　第1174号 22

　平成28年度税制改正で創設された企業版ふるさと納税について教えてください。

回　答 地方創生応援税「企業版ふるさと納税」の創設

（１）制度創設の趣旨と背景

　この制度は、地方公共団体が地方創生のために効果的な事業を進めていくに際して、その事業の趣旨

に賛同する企業から寄附を受けることにより、官民挙げて事業が推進できるように創設される、地方創

生応援税制です。

　地方活性化のための税制の一環である「地方拠点強化税制」が設備投資や人材確保による支援である

のに対して、この「企業版ふるさと納税」は、地方公共団体に対して金銭を直接寄附する金銭的支援の

役割を果たすものです。

（２）制度の内容

　地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効率の高い一定の事業に対して法人が行った寄附につ

いて法人事業税･法人住民税および法人税の税額控除が創設されることになりました。

　地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成

32年３月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事

業（仮称）に関連する寄附金を支出した場合に適用されます。

　企業版の「ふるさと納税」は納税先の名産品などのお土産がもらえることで人気の高い個人版の「ふ

るさと納税」とは異なり、見返りとなる便宜の供与は禁止されています。
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